
令和6年度 益田市地域支援事業（介護保険法に基づく事業）委託料は、消費税10％を含む

【１】配食サービス

内 容

お弁当の配達時（１日1食）に合わせ、安否確認及び健康状態の把握を行う
【主食とおかず】
・利用料 1食 ４８０円（市に納付する）
・委託料 1食 ９９０円

【おかずのみ（益田・匹見地域）】
・利用料 1食 ４３０円（市に納付する）
・委託料 1食 ９４０円

対象者
市内に住所を有する高齢者のうち、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯で、自身の食事を
調理することが困難、かつ、栄養改善が必要なものであって、生活状況、健康状態等を
定期的に把握する必要があると市長が認めるもの

担当：高齢者福祉課 地域包括推進係
☏ 31-0245 📩 koreifukushi@city.masuda.lg.jp

資料１-１①

利用料 ３０円アップ↑
委託料 ５０円アップ↑


